
JP 2016-162730 A 2016.9.5

(57)【要約】
【課題】バリ取りの不良に起因する絶縁不良の発生を確
実に防止できると共に、生産性に優れた電極リード線部
材の製造方法及び電極リード線部材を提供する。
【解決手段】断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０
ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０００ｍの長尺の金
属線材１を、対向する少なくとも一対の圧延ロール５１
，５１を備えた圧延機５０により連続的に圧延して長尺
の金属薄板帯２を製造する工程と、金属薄板帯２に不動
態化処理液６１を塗布した後に乾燥させて、金属薄板帯
２の表面に耐食性保護層を形成する工程と、金属薄板帯
２を、所定間隔で幅方向に切断する工程、及び／又は、
金属薄板帯２の長手方向に、所定間隔で絶縁フィルムを
貼り合わせ加熱圧着する工程と、を順に経ることを特徴
とする電極リード線部材の製造方法。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極リード線部材の製造方法であって、次の工程（１）～（３）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯を、所定間隔で幅方向に切断する工程と、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法。
【請求項２】
　電極リード線部材の製造方法であって、次の工程（１）～（４）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯の長手方向に、所定間隔で絶縁フィルムを貼り合わせ加熱圧着す
る工程と、
（４）　前記金属薄板帯を、所定間隔で幅方向に切断する工程と、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法。
【請求項３】
　電極リード線部材の製造方法であって、次の工程（１）～（４）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯の長手方向に、所定間隔で絶縁フィルムを貼り合わせ加熱圧着す
る工程と、
（４）　前記絶縁フィルムが加熱圧着された前記金属薄板帯を、リールに巻き取る工程と
、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法。
【請求項４】
　前記絶縁フィルムが、無延伸ポリプロピレン樹脂（ＣＰＰ）、無水マレイン酸変性ポリ
プロピレン樹脂、エポキシ官能基を有するグリシジルメタクリレートモノマーで変性され
たポリプロピレン樹脂からなる樹脂群から選択された１種の樹脂の単層フィルム、又は前
記樹脂群から選択された２種以上の樹脂の積層フィルムであることを特徴とする請求項２
又は３に記載の電極リード線部材の製造方法。
【請求項５】
　前記金属線材が、ニッケル、アルミニウム、ステンレス、銅からなる金属群から選択さ
れた１種であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の電極リード線部材の製
造方法。
【請求項６】
　前記不動態化処理液が、水溶性樹脂と、Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属又は
その誘導体とを含有する処理液であることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の
電極リード線部材の製造方法。
【請求項７】
　断面が円形状の金属線材を圧延して製造された圧延金属薄板帯の表面に、耐食性保護層
が形成されてなり、前記金属線材が、ニッケル、アルミニウム、ステンレス、銅からなる
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金属群から選択された１種であり、前記耐食性保護層の上に、無延伸ポリプロピレン樹脂
（ＣＰＰ）、無水マレイン酸変性ポリプロピレン樹脂、エポキシ官能基を有するグリシジ
ルメタクリレートモノマーで変性されたポリプロピレン樹脂からなる樹脂群から選択され
た１種の樹脂の単層フィルム、又は前記樹脂群から選択された２種以上の樹脂の積層フィ
ルムからなる絶縁フィルムが加熱圧着されてなることを特徴とする電極リード線部材。
【請求項８】
　前記耐食性保護層が、前記圧延金属薄板帯の表面に、水溶性樹脂と、Ｆ－イオンを含む
化合物であるフッ化金属又はその誘導体と、を含有する不動態化処理液を塗布した後に乾
燥させて形成されてなることを特徴とする請求項７に記載の電極リード線部材。
【請求項９】
　前記絶縁フィルムが、前記圧延金属薄板帯の長さ方向に一定間隔で加熱圧着されてなり
、前記絶縁フィルムが加熱圧着された前記圧延金属薄板帯が、リールに巻き取られてなる
ことを特徴とする請求項７又は８に記載の電極リード線部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウム二次電池、キャパシタ、固体電池、太陽電池モジュールなどに使用
される電極リード線部材の製造方法及び電極リード線部材に関する。さらに詳細には、本
発明は、バリ取りの不良に起因する絶縁不良の発生を確実に防止できると共に、生産性に
優れた電極リード線部材の製造方法及び電極リード線部材に関する。
　また、以下の説明では、リチウム二次電池用の電極リード線部材の製造方法及び電極リ
ード線部材を中心に説明するが、本発明は、リチウム二次電池用に限定されず、各種の電
極用として使用できる電極リード線部材の製造方法及び電極リード線部材を提供するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　近年、世界的な環境問題の高まりと共に、電気自動車の普及や、風力発電・太陽光発電
などの自然エネルギーの有効活用が課題となっている。それに伴って、これらの技術分野
では、電気エネルギーを貯蔵するための蓄電池として、リチウムイオン電池などの二次電
池やキャパシタが注目されている。
　また、電気自動車などに使用されるリチウムイオン電池を収納する外装容器には、アル
ミニウム箔と樹脂フィルムを積層した電池外装用積層体を使用して作成した平袋や、絞り
成形または折り曲げ成形による成形容器が使用されて薄型軽量化が図られている。
　ところで、リチウムイオン電池の電解液は、水分や光に弱いという性質を有している。
そのため、リチウムイオン電池用の外装材料には、ポリアミドやポリエステルからなる基
材層とアルミニウム箔とが積層された、防水性や遮光性に優れた電池外装用積層体が使用
されている。
【０００３】
　このような電池外装用積層体を用いて作成された収納容器に、リチウムイオン電池を収
納するには、例えば、図３（ａ）に示すように、あらかじめ電池外装用積層体を用いて、
凹部３１を有するトレー状の形状を絞り成形などにより成形し、そのトレーの凹部３１に
リチウムイオン電池（図示せず）および電極などの付属品を収納する。次いで、図３（ｂ
）に示すように、電池外装用積層体からなる蓋材３３を上から重ねて電池を包み、トレー
のフランジ部３２と蓋材３３の四方の側縁部３４をヒートシールして電池を密閉する。こ
のようなトレーの凹部３１に電池を載置する方法により形成された収納容器３５では、上
から電池を収納できるため、生産性が高い。
【０００４】
　上述した図３（ａ）に示したリチウムイオン電池の載置容器３０において、トレーの深
さ（以下、トレーの深さを「絞り」ということがある）は、従来、小型のリチウムイオン
電池においては５～６ｍｍ程度であった。ところが、近年では、電気自動車用などの用途
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では、これまでより大型電池用の収納容器が求められている。大型電池用の収納容器を製
造するには、より深い絞りのトレーを成形しなければならなくなり技術的な困難さが増し
ている。
　また、リチウムイオン電池の電極リード線部材３６の切断面に、バリ取りの不良に起因
したバリが残っていると、絶縁フィルムの破損が起こり、その結果として絶縁不良が発生
する恐れがあるという問題があった。
【０００５】
　上記のリチウムイオン電池の電極リード線部材に係わる問題の解決を図るものとして、
特許文献１には、リード電極の側面と外装材との間に隙間が残ることに起因した封止不良
の発生を解消して、生産性が高く外装材に包容される電池内部の密封性を高めるため、外
装材とリード電極との間隙に介挿されてその間隙を封止する熱可塑性材料からなるシール
材を備えることが開示されている。
　また、特許文献２には、電池タブの製造工程において電池タブの端面に発生するバリが
リチウムイオン電池の安定的電池性能を阻害して、電池タブとリチウムイオン電池の短絡
を発生させる問題を解決し、安定した電池性能を示す電池タブの効率的な製造方法及びそ
の方法に用いるフープ材が開示されている。
　また、特許文献２の電池タブの製造方法は、長尺帯状の金属部材で構成されるフープ材
の幅方向両端部近傍を押圧する第１工程と、フープ材の表裏面に幅方向に延びる帯状のメ
ッキ層を長手方向に所定間隔で形成する第２工程と、フープ材の表面全体に耐食コート層
を積層する第３工程と、メッキ層に沿ってフープを幅方向に切断する第４工程と、を有す
ることを特徴としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２６６９５２号公報
【特許文献２】特開２０１０－２３８６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　以上のように、従来技術による電極リード線部材の生産は、バリ取り工程を経る必要が
あるが、このバリ取り工程に不具合が発生すると、直接に電池の性能に重大な影響を及ぼ
す。そのため、さらに電極リード線部材の生産において、安定性及び信頼性の向上した電
極リード線部材の製造方法が求められている。
【０００８】
　本発明は、上記事情を鑑みて行われたものであり、バリ取りの不良に起因する絶縁不良
の発生を確実に防止できると共に、生産性に優れた電極リード線部材の製造方法及び電極
リード線部材を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、金属薄板を切断して電極リード線部材を製造することに伴うバリの発生を避
けると共に、バリ取り工程を省くため、断面が円形状の金属線材を、対向する少なくとも
一対の圧延ロールを備えた圧延機により連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する。
このことにより、長尺の金属薄板帯の幅方向の両端部に切断面が形成されておらず、幅方
向の両端部が、おのずと曲面に仕上がっている長尺の金属薄板帯を得ることを技術思想と
している。
【００１０】
　上記の課題を解決するため、本発明は、電極リード線部材の製造方法であって、次の工
程（１）～（３）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
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連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯を、所定間隔で幅方向に切断する工程と、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法を提供する。
【００１１】
　また、本発明は、電極リード線部材の製造方法であって、次の工程（１）～（４）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯の長手方向に、所定間隔で絶縁フィルムを貼り合わせ加熱圧着す
る工程と、
（４）　前記金属薄板帯を、所定間隔で幅方向に切断する工程と、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法を提供する。
【００１２】
　また、本発明は、電極リード線部材の製造方法であって、次の工程（１）～（４）、
（１）　断面が円形状で直径が１．６ｍｍ～８．０ｍｍであり、長さが０．３ｍから２０
００ｍの長尺の金属線材を、対向する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により
連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を製造する工程と、
（２）　前記金属薄板帯に不動態化処理液を塗布した後に乾燥させて、前記金属薄板帯の
表面に耐食性保護層を形成する工程と、
（３）　前記金属薄板帯の長手方向に、所定間隔で絶縁フィルムを貼り合わせ加熱圧着す
る工程と、
（４）　前記絶縁フィルムが加熱圧着された前記金属薄板帯を、リールに巻き取る工程と
、
を順に経ることを特徴とする電極リード線部材の製造方法を提供する。
【００１３】
　また、前記絶縁フィルムが、無延伸ポリプロピレン樹脂（ＣＰＰ）、無水マレイン酸変
性ポリプロピレン樹脂、エポキシ官能基を有するグリシジルメタクリレートモノマーで変
性されたポリプロピレン樹脂からなる樹脂群から選択された１種の樹脂の単層フィルム、
又は前記樹脂群から選択された２種以上の樹脂の積層フィルムであることが好ましい。
【００１４】
　また、前記金属線材が、ニッケル、アルミニウム、ステンレス、銅からなる金属群から
選択された１種であることが好ましい。
【００１５】
　また前記不動態化処理液が、水溶性樹脂と、Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属
又はその誘導体とを含有する処理液であることが好ましい。
【００１６】
　また、本発明は、断面が円形状の金属線材を圧延して製造された圧延金属薄板帯の表面
に、耐食性保護層が形成されてなり、前記金属線材が、ニッケル、アルミニウム、ステン
レス、銅からなる金属群から選択された１種であり、前記耐食性保護層の上に、無延伸ポ
リプロピレン樹脂（ＣＰＰ）、無水マレイン酸変性ポリプロピレン樹脂、エポキシ官能基
を有するグリシジルメタクリレートモノマーで変性されたポリプロピレン樹脂からなる樹
脂群から選択された１種の樹脂の単層フィルム、又は前記樹脂群から選択された２種以上
の樹脂の積層フィルムからなる絶縁フィルムが加熱圧着されてなることを特徴とする電極
リード線部材を提供する。
【００１７】
　また、前記耐食性保護層が、前記圧延金属薄板帯の表面に、水溶性樹脂と、Ｆ－イオン
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を含む化合物であるフッ化金属又はその誘導体と、を含有する不動態化処理液を塗布した
後に乾燥させて形成されてなることが好ましい。
【００１８】
　また、前記絶縁フィルムが、前記圧延金属薄板帯の長さ方向に一定間隔で加熱圧着され
てなり、前記絶縁フィルムが加熱圧着された前記圧延金属薄板帯が、リールに巻き取られ
てなることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係わる電極リード線部材の製造方法は、断面が円形状の金属線材を、対向する
少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により連続的に圧延して長尺の金属薄板帯を
製造することから、金属薄板を切断して電極リード線部材を製造することに伴うバリの発
生を避けることができると共に、バリ取り工程を省くことができる。
　そのため、長尺の金属薄板帯の幅方向の両端部に切断面が形成されておらず、幅方向の
両端部が、おのずと曲面に仕上がっている長尺の金属薄板帯を得ることができ、バリ取り
の不良に起因する絶縁不良の発生を確実に防止できると共に、生産性に優れた電極リード
線部材の製造方法及び電極リード線部材を提供することができる。
　また、本発明に係わる電極リード線部材では、タブリードとなる圧延金属薄板帯の幅方
向の両端部に切断面が形成されておらず、幅方向の両端部が、曲面に仕上がっているため
、絶縁フィルムを用いて圧延金属薄板帯を表裏両側から挟み込むようにしても、圧延金属
薄板帯の幅方向の両端部と外装材との間に隙間が生じ難いので、外気からの空気及び水分
が、電池用収納容器の内部に侵入するのを防止できる。
　その結果、リチウムイオン電池を収納する外装容器に電極リード線部材を取り付ける信
頼性が、飛躍的に向上する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】電池用収納容器の一例を示す斜視図である。
【図２】電池用収納容器に用いられる電池用外装積層体の一例を示す概略断面図である。
【図３】リチウムイオン電池を収納容器に収める工程を順に示す斜視図である。
【図４】（ａ）は、本発明に係わる電極リード線部材の一例を示す斜視図であり、（ｂ）
は、（ａ）のＳ－Ｓ線に沿う断面図である。
【図５】本発明に係わる電極リード線部材の、別の例を示す斜視図である。
【図６】本発明に係わる電極リード線部材の、製造工程の一例を示す概念図である。
【図７】本発明に係わる電極リード線部材の、製造工程の別の例を示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明に係わる電極リード線部材を、電池外装用積層体を用いて製造したリチウムイオ
ン電池用の収納容器から、引き出した構成のリチウムイオン電池を例に取り上げ、図１お
よび図２を参照しながら説明する。
　図１に示すように、本発明の電極リード線部材１８及びリチウムイオン電池１７は、図
２に示した電池外装用積層体１０を折り重ねて作成された、電池用外装容器２０に内包さ
れている。
　さらに、電池用外装容器２０の三方の側縁部１９は、外装材の電池外装用積層体１０を
ヒートシールして袋状に製袋することで、形成されている。電極リード線部材１８は、図
１のように電池用外装容器２０から引き出されている。なお、本発明に係わる電極リード
線部材１８を用いて製造したリチウムイオン電池の電池用収納容器における収納方法は、
図３に示した。
【００２２】
　ラミネートフィルム積層体からなる電池外装用積層体１０は、図２に示すように、基材
層１１と、アルミ箔１２と、樹脂フィルム１３とが、それぞれ接着剤層１５，１６を介し
て接着されている。
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　図４に示すように、電極リード線部材１８は、例えばアルミニウム製、ニッケルメッキ
銅板製など金属製のタブリード（金属薄板帯）２１を備える。タブリード２１の表面上に
、絶縁フィルム２３が、例えば、水酸基を含有するポリビニルアルコールの骨格を有する
樹脂又はその共重合樹脂からなる薄膜コーティング層の耐食性保護層２２を介して、積層
されている。
　耐食性保護層２２は、水溶性樹脂と、Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属又はそ
の誘導体とを含有する不動態化処理液を用いて形成された薄膜コーティング層からなる。
Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属又はその誘導体は、水溶性樹脂である水酸基を
含有するポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重合樹脂からなる薄膜コ
ーティング層を架橋させ、且つ、金属表面を不動態化させる。但し、Ｆ－イオンを含む化
合物であるフッ化金属又はその誘導体が含まれていなくても、耐食性保護層２２の耐食性
は向上している。
【００２３】
　耐食性保護層２２は、タブリード２１の表面に、不動態化処理液を塗布した後、乾燥さ
せて形成された薄膜コーティング層である。
　タブリード２１の表面に形成されている耐食性保護層２２は、熱処理により、架橋また
は非晶化することにより耐水化されている。
　また、Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属のように、水溶液の状態では遊離して
酸性になる物質を、耐食性保護層２２に含有させて使用することにより、金属表面が不動
態化されて、金属表面と耐食性保護層２２の皮膜とが強く接着される。
【００２４】
　ところで、水溶性樹脂であるポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重
合樹脂からなる薄膜コーティング層の耐食性保護層２２は、一般的にガスバリヤ性が良い
ことが知られている。耐食性保護層２２を構成する樹脂内部は、空隙が少なく、特に湿度
の低い雰囲気下では、水素ガスのような分子径の小さなガス分子に対してもガスバリヤ性
があることから、リチウム電池やキャパシタのような非水系電解液を用いた電池において
、水分の存在しない電池内部の構成部材に耐食性保護層２２が使用される場合は、電解液
や水分に対するバリヤ性が高いと考えられる。従って、フッ酸等の金属表面を腐食させる
物質に対するバリヤ性も高いので、腐食防止の効果があると予想される。このように、水
酸基を含有する物質の中から選定された、ポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂又は
その共重合樹脂からなる耐食性保護層２２は、架橋させることにより、耐食性の向上を図
ることができる。
【００２５】
　電極リード線部材１８のタブリード２１は、一般的に、正極はアルミ板、負極は銅板に
ニッケルメッキで被覆した金属が使用される。アルミラミネートフィルムからなる電池外
装用積層体１０との熱接合を容易にするために、電極リード線部材１８の接合部分に事前
に、絶縁フィルム２３を積層して置く。絶縁フィルム２３は、タブリード２１を表裏両側
から挟み込むように両面に積層することが好ましい。
【００２６】
　もし、タブリード２１の表層に耐食性保護層２２を形成させていないと、電解液の浸透
により、タブリード２１の表層で、水分と電解液とが反応してフッ酸が発生し、タブリー
ド２１が腐食することにより、その接着を劣化させることが懸念される。よって、少なく
ともタブリード２１の電池内部に収納される部分の表層面に、水酸基を含有するポリビニ
ルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重合樹脂からなる薄膜コーティング層を用
いた耐食性保護層２２が積層されてなることが好ましい。図４（ｂ）に示すように、外装
材との接合部分においては、タブリード２１の断面の外周部全体に、耐食性保護層２２を
積層する必要がある。
【００２７】
　また、従来技術による電極リード線部材では、タブリードの幅方向の両端部において、
角部を面取りしているが、両端部を曲面に仕上げることが困難であり、絶縁フィルムを用
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いてタブリードを表裏両側から挟み込むようにしても、タブリードの幅方向の両端部と外
装材との間に隙間が生じ易いという問題があった。
　しかし、本発明に係わる電極リード線部材１８では、断面が円形状の金属線材を、対向
する少なくとも一対の圧延ロールを備えた圧延機により連続的に圧延して長尺の金属薄板
帯を製造しているので、タブリード２１の幅方向の両端部２４に切断面が形成されておら
ず、幅方向の両端部が、おのずと曲面に仕上がっている。このため、上記の絶縁フィルム
２３を用いてタブリード２１を表裏両側から挟み込むようにしても、タブリード２１の幅
方向の両端部２４と外装材との間に隙間が生じ難いので、従来技術の問題を解消している
。
【００２８】
　また、従来技術においては、電極リード線部材に用いられるアルミ製のタブリード２１
についての、電解液に対する腐食防止対策として、クロメート処理が広く用いられている
。しかし、アルミ製のタブリード２１と比較して、銅にニッケルメッキを施したタブリー
ド２１に対しては、クロメート処理の効果が少ない。ところが、本発明による電極リード
線部材１８は、銅にニッケルメッキを施したタブリード２１についても、電解液に対する
腐食防止の効果があることが解った。
　このことから、本発明の耐食性保護層２２による電解液に対する腐食防止は、腐食防止
のメカニズムが、従来技術のクロメート処理と異なっていると考えられる。
　絶縁フィルム２３は、正極と負極の、双方のタブリード２１にまたがるように積層して
も良い。これにより、正極と負極とが一体化した電極リード線部材を得ることができる。
また、耐食性保護層２２の腐食防止効果は、アルミ板やニッケルメッキ銅板など各種金属
板に対して得られるので、耐食性保護層２２を正極と負極の双方のタブリード２１に設け
ることが好ましい。
【００２９】
　水酸基を含有するポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重合樹脂とは
、ビニルエステル系モノマーの重合体又はその共重合体をケン化して得られる樹脂である
。ビニルエステル系モノマーとしては、ギ酸ビニル、酢酸ビニル、酪酸ビニル等の脂肪酸
ビニルエステルや、安息香酸ビニル等の芳香族ビニルエステルが挙げられる。共重合させ
る他のモノマーとしては、エチレン、プロピレン、α－オレフィン類、アクリル酸、メタ
クリル酸、無水マレイン酸等の不飽和酸類、塩化ビニルや塩化ビニリデン等のハロゲン化
ビニル類などが挙げられる。
【００３０】
　また、耐食性保護層２２には、Ｆ－イオンを含む化合物であるフッ化金属又はその誘導
体からなり、水酸基を含有するポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重
合樹脂からなる薄膜コーティング層を架橋させる物質を含有することが好ましい。Ｆ－イ
オンを含む化合物であるフッ化金属又はその誘導体としては、例えばフッ化クロム、フッ
化鉄、フッ化ジルコニウム、フッ化チタン、フッ化ハフニウム、ジルコンフッ化水素酸お
よびそれらの塩、チタンフッ化水素酸およびそれらの塩、等のフッ化物が挙げられる。こ
れらのＦ－イオンを含む化合物であるフッ化金属又はその誘導体は、水酸基を含有するポ
リビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重合樹脂を架橋させる物質であると
同時に、不動態であるアルミニウムのフッ化物を形成する。従って、タブリード２１がア
ルミニウム製である場合には、タブリード２１の表面を不動態化して、腐食防止の効果を
高めることができると考えられる。
【００３１】
　このタブリード２１の表層面に、耐食性保護層２２を形成するには、例えば、水酸基を
含有するポリビニルアルコールの骨格を持つ非結晶ポリマーを０．２～６ｗｔ％、及びフ
ッ化クロム（ＩＩＩ）を０．１～３ｗｔ％溶解した水溶液を用いて、乾燥後の厚みが０．
１～５μｍ程度となるように塗布した後、更にオーブンにて加熱乾燥及び焼き付け接着及
び架橋化を行なうことにより、耐食性保護層２２を形成することができる。
【００３２】
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　このように、タブリード２１の表層面に耐食性保護層２２が積層されていると、耐食性
保護層２２の耐圧強度が高いので、絶縁フィルム２３であるポリプロピレン層又はポリエ
チレン層の厚みを薄くしても耐圧強度が保持できるため、タブリード２１のエッジ部分（
側縁部）からリチウムイオン電池内部への水分の浸入が少なくなり、リチウムイオン電池
の電解液の経時劣化が減少するので電池の製品寿命が長くなる。
　更に、微量の水分が電池内部に浸入し、電解液と水分とが反応して電解液が分解するこ
とによりフッ酸が発生した場合にも、タブリード２１の表層面に積層された水酸基を含有
するポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂又はその共重合樹脂からなる薄膜コーティ
ング層を用いた耐食性保護層２２は、空隙が少ないので、ガスバリヤ性が高く、シーラン
ト層に沿って、外部へ拡散すること、及び微量のフッ酸がタブリード２１であるアルミ板
の表面に接触しても、アルミ板の表面に形成されている不動態化膜によりタブリード２１
の腐食が防止されて、タブリード２１と絶縁フィルム２３との層間接着強度が保たれ、耐
圧強度保持が高くなり、電池の液漏れ等の問題も発生しない。
【００３３】
　事前に接合する絶縁フィルム２３の厚さは５０～３００μｍが良く、防水性を考えると
５０～１５０μｍが最も良い。タブリード２１の幅方向の両端部にバリがあると、タブリ
ード２１のエッジにより絶縁フィルム２３の破損が起きて、タブリード２１の絶縁が出来
ない場合がある。そこで、外装材との接合部に沿う断面で見たタブリード２１の幅方向の
両端部２４が丸みのある曲面を有していることが好ましい。これにより、バリ取りの不良
に起因する絶縁不良の発生を防止することが可能となる。
　さらに、タブリード２１の幅方向の両端部２４が曲面に仕上がっていると、絶縁フィル
ム２３を用いてタブリード２１を表裏両側から挟み込むようにしても、タブリードの幅方
向の両端部２４と電池外装用積層体１０との間に隙間が生じ難いので、外気からの空気及
び水分が、電池用収納容器２０の内部に侵入するのを防止できる。タブリード２１の表裏
面２５は、金属線材を圧延する工程において、圧延ロールの押圧面により形成することが
できる。表裏面２５は平面であってもよく、曲面であってもよい。表裏面２５を曲面とす
る場合は、幅方向の両端部２４に向けてタブリード２１の厚みが徐々に薄くなるようにし
てもよい。
【００３４】
　タブリード２１の材料となる金属線材は、断面が円形状で長尺の金属線材である。金属
線材は、圧延（好ましくは冷間圧延）で加工できるよう、適度な硬度と寸法を有すること
が好ましい。熱間圧延の場合、加工温度が高いので、圧延後に冷却（急冷又は徐冷）する
ことが好ましい。金属線材の直径は、例えば１．６ｍｍ～８．０ｍｍである。金属線材の
長さは、例えば０．３ｍから２０００ｍである。金属線材及び金属薄板帯を構成する金属
は、ニッケル、アルミニウム、ステンレス、銅からなる金属群から選択された１種である
ことが好ましい。
【００３５】
　また、水酸基を含有するポリビニルアルコールの骨格を有する樹脂、又はその共重合樹
脂からなる薄膜コーティング層を用いた耐食性保護層２２の厚みは、０．１～５．０μｍ
が望ましく、更に望ましくは０．５～３μｍであり、このような耐食性保護層２２の厚み
であると、防湿性や接着強度の性能が増加する。
【００３６】
　耐食性保護層２２を形成するための不動態化処理液は、任意の塗布方法により、タブリ
ード２１の必要部分に付与される。塗布方式としては、インクジェット方式、ディスペン
サー方式、スプレーコート方式など、公知の塗布方法を用いることが可能である。本発明
に使用できる塗布方法は任意であるが、タブリード２１の表裏面２５だけでなく、タブリ
ードの断面で見た幅方向の両端部２４にも塗布する必要があるため、インクジェット方式
とディスペンサー方式が良い。特に、ディスペンサー方式において、１０ｍｍ幅程度に薄
く幅を持たせて塗布できる塗布ヘッドを用いて実験したところ、最も適した方式であるこ
とが判った。
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【００３７】
　事前にタブリードに接合しておく絶縁フィルム２３は、アルミラミネートフィルム等の
、電池外装用積層体１０の最内層に用いられる樹脂フィルム１３と同一または類似の樹脂
フィルムを用いるのが好ましい。
　樹脂フィルム１３が、一般的に使用されているポリプロピレンの場合、絶縁フィルム２
３は、無延伸ポリプロピレン樹脂（ＣＰＰ）、無水マレイン酸変性ポリプロピレン樹脂、
エポキシ官能基を有するグリシジルメタクリレートモノマーで変性されたポリプロピレン
樹脂からなる樹脂群（ポリプロピレン系樹脂）から選択された１種の樹脂の単層フィルム
、又は前記樹脂群から選択された２種以上の樹脂の積層フィルムであっても良い。
　樹脂フィルム１３が、ポリエチレン樹脂の場合も、絶縁フィルム２３は、ポリエチレン
樹脂、無水マレイン酸変性ポリエチレン樹脂もしくは、エポキシ官能基を有するグリシジ
ルメタクリレートモノマーで変性されたポリエチレン樹脂等からなる樹脂群（ポリエチレ
ン系樹脂）の単層フィルムであってもよく、さらに、これとポリエチレン樹脂及びその共
重合体との多層フィルムでもよい。この場合は、電解液と接触する面が、無水マレイン酸
やアクリル酸の共重合体、グリシジルメタクリレート等で変性されたポリエチレン樹脂な
どであっても良い。
【００３８】
　また、図５は、本発明に係わる電極リード線部材の、別の例を示した斜視図である。図
５において、耐食性保護層の形成された金属薄板帯３の長さ方向に、所定間隔で絶縁フィ
ルム６が熱圧着により貼り合わされ、リール８に巻き取られて、絶縁フィルムの貼合され
た金属薄板帯７のリール体４７となっている。なお、絶縁フィルムの貼合された金属薄板
帯７の、巻き取り状態を確認できるようにするため、リールは、透明性を有するプラスチ
ック樹脂の成型体を使用するのが好ましい。図５において、絶縁フィルム６は、リール８
から引き出された一部のみ図示するが、金属薄板帯３の全長にわたって絶縁フィルム６が
貼り合わされた状態で、リール８に巻き取られる。このため、リール８の溝幅は、金属薄
板帯３の幅より広いことが好ましい。
【００３９】
　また、図６は、本発明に係わる電極リード線部材の、製造工程の一例を示した概念図で
ある。
　図６において、金属線材のリール体４１から巻き戻された、断面が円形状の金属線材１
を、対向する少なくとも一対の圧延ロール５１を備えた圧延機５０により連続的に圧延し
て長尺の金属薄板帯２を製造する工程と、この金属薄板帯２の表面に、不動態化処理液６
１の塗布装置６０と乾燥装置７０により耐食性保護層を形成する工程と、耐食性保護層の
形成された金属薄板帯３をリールに巻き取る工程と、を経て、耐食性保護層の形成された
金属薄板帯のリール体４３を得ることができる。
　また、耐食性保護層の形成された金属薄板帯のリール体４３は、図５に示した絶縁フィ
ルムの貼合された金属薄板帯のリール体４７において、絶縁フィルム６を貼合しない状態
のものである。不動態化処理液６１は、上述のようにタブリードの必要部分に付与される
ことから、金属薄板帯２の長手方向に間隔を設けて塗布されることが好ましい。金属薄板
帯２に塗布される不動態化処理液６１の形態は特に限定されず、滴状、霧状、液柱状、液
膜状等が挙げられる。本製造工程では、一連の金属線材１及び金属薄板帯２を、ロール２
６，２７で長手方向に搬送しながら加工することができる。搬送は、間欠的でも連続的で
もよい。搬送速度を工程ごとに変化させる機構を設けてもよい。
【００４０】
　また、図７は、本発明に係わる電極リード線部材の、製造工程の別の例を示した概念図
である。
　図７において、金属線材のリール体４１から巻き戻された、断面が円形状の金属線材１
を、対向する少なくとも一対の圧延ロール５１を備えた圧延機５０により連続的に圧延し
て長尺の金属薄板帯２を製造する工程と、この金属薄板帯２の表面に、不動態化処理液６
１の塗布装置６０と乾燥装置７０により耐食性保護層を形成する工程と、耐食性保護層の
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形成された金属薄板帯３の表面に、絶縁フィルムの貼合装置８０によりテープ５の状態で
供給される絶縁フィルムを加熱圧着する工程と、絶縁フィルムの貼合された金属薄板帯７
をリールに巻き取る工程と、を経て、図５に示した絶縁フィルムの貼合された金属薄板帯
のリール体４７を得ることができる。貼合装置８０では、リール体４０から供給される絶
縁フィルムのテープ５を、所望の長さで切断することにより、図４及び図５の絶縁フィル
ム６，２３が得られる。耐食性保護層の形成された金属薄板帯３と絶縁フィルムのテープ
５とを合わせロール２８の間に挟み込んで加熱圧着する際、金属薄板帯３とテープ５の長
手方向は、互いに交差（例えば直交）していてもよい。
【００４１】
　本発明が用いられる非水系電池としては、二次電池であるリチウムイオン電池や電気二
重層キャパシタなどの電解液に有機電解質を使用したものが挙げられる。有機電解質とし
ては、プロピレンカーボネート（ＰＣ）、ジエチルカーボネート（ＤＥＣ）、エチレンカ
ーボネートなどの炭酸エステル類を媒質とするものが一般的であるが、特にこれに限定さ
れるものではない。
【符号の説明】
【００４２】
１…金属線材、２…金属薄板帯、３…耐食性保護層の形成された金属薄板帯、５…絶縁フ
ィルムのテープ、６…絶縁フィルム、７…絶縁フィルムの貼合された金属薄板帯、８…リ
ール、１０…電池外装用積層体、１１…基材層、１２…アルミ箔、１３…樹脂フィルム、
１５，１６…接着剤層、１７…リチウムイオン電池、１８、３６…電極リード線部材、１
９…側縁部、２０…電池用外装容器、２１…タブリード（金属薄板帯）、２２…耐食性保
護層、２３…絶縁フィルム、３０…電池用載置容器、３５…電池用収納容器、４０…絶縁
フィルムのリール体、４１…金属線材のリール体、４３…耐食性保護層の形成された金属
薄板帯のリール体、４７…絶縁フィルムの貼合された金属薄板帯のリール体、５０…圧延
機、５１…圧延ロール、６０…不動態化処理液の塗布装置、６１…不動態化処理液、７０
…乾燥装置、８０…絶縁フィルムの貼合装置。
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